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問合せ：窓口サービス課（住民情報）  ■☎ 6930-9146 ■ FAX   050-3535-8687
忘れていませんか？忘れていませんか？マイナンバーカードの更新手続きマイナンバーカードの更新手続き 電子証明書の

有効期限は5回目
の誕生日まで！

カードの有効期限はカード表面に印字されています。

国民健康保険資格情報のお知らせ
を送付します
　大阪市国民健康保険に加入中のマイナ保険証をお持
ちの方のうち、資格情報のお知らせをまだお持ちでない
方に7月下旬までに資格情報のお知らせを送付します。
（70歳以上の方は、当該資格情報のお知らせに8月以降
の負担割合を記載しています。）
　資格情報のお知らせは、マイナ保険証をお持ちの方が
ご自身の情報を簡易に把握できるように送付しますの
で、大切に保管してください。
　７月中に届かない場合は、お問い合わせください。
問合せ ： 窓口サービス課（保険年金：保険）

 ■☎ 6930-9956  ■ FAX   050-3535-8687

国民健康保険高齢受給者証を更新
します
　70歳から74歳の対象の方に、７月下旬までに新しい
高齢受給者証を送付します。7月中に届かない場合は、お
問い合わせください。現在のものは8月から使用できなく
なります。
問合せ ： 窓口サービス課（保険年金：保険）

 ■☎ 6930-9956  ■ FAX   050-3535-8687

空家利活用改修補助事業
　空家所有者等による住宅の性能向上や非営利団体が
行うこども食堂や高齢者サロンなど、地域まちづくりに
資する用途への改修工事にかかる工事費用の一部を補
助する制度があります。詳しくは、お問い合わせください。
問合せ ： 都市整備局 耐震・密集市街地整備受付窓口

 ■☎ 6882-7053  ■ FAX   6882-0877
   市民協働課（防災・防犯）

 ■☎ 6930-9045  ■ FAX   050-3535-8685

介護保険のお知らせ
●介護保険料決定通知書を送付します
　65歳以上の方（介護保険の第１号被保険者）で、年金
からのお支払いにより保険料を納めている方に、介護保
険料決定通知書を７月中旬に送付します。
　また、口座振替や納付書等で保険料を納めている方
で、保険料段階の変更や納付方法が年金からのお支払
いに変更となる方には改めて送付します。
●介護保険負担割合証を送付します
　要介護・要支援認定を受けている方および総合事業
の事業対象者の方全員に、8月から使用する介護保険負
担割合証を７月中旬に送付します。介護サービス等を利
用する際に、介護保険被保険者証と併せてサービス提供
事業者に提示をお願いします。
問合せ ： 保健福祉課（介護保険）

 ■☎ 6930-9859  ■ FAX   050-3535-8688

後期高齢者医療制度の資格確認書
と保険料決定通知書を送付します
　令和6年12月2日以降、保険証の新規発行を終了し、
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しましたが、今
年度につきましてマイナ保険証の保有状況にかかわらず、
後期高齢者医療制度の被保険者の方全員に資格確認
書（桃色）を7月中旬までに送付します。
　現在の被保険者証（薄緑色）または資格確認書（薄緑色）
は8月から使用できなくなります。7月中に届かない場合
は、お問い合わせください。
　また、後期高齢者医療制度の保険料決定通知書を
７月中旬に送付します。７月中に届かない場合は、お問
い合わせください。
問合せ ： 窓口サービス課（保険年金：保険）

 ■☎ 6930-9956  ■ FAX   050-3535-8687

青少年 守って住みよい 城東区
　７月は青少年の非行・被害防止全国強調月間です
城東区青少年健全育成推進会議・城東区役所
問合せ ： 市民協働課（市民活動支援）

  ■☎ 6930-9093   ■ FAX   050-3535-8685

お知らせ
城東区からみなさんに お知らせ

戸籍に記載する氏名のフリガナをご
確認ください
　戸籍に氏名のフリガナを記載するため、大阪市に本籍
地がある方にフリガナの確認通知を7月下旬から順次
送付します。詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ ： 戸籍における氏名の振り仮名届出

コールセンター
 ■☎ 050-3385-8121  ■ FAX   050-3142-9905

固定資産税・都市計画税  第2期 の
納期限は､7月31日（木）です
〇固定資産税・都市計画税(土地･家屋)について
　京橋市税事務所(固定資産税)
 　■☎ 4801-2957(土地)、4801-2958(家屋)
　■ FAX   4801-2873
〇固定資産税(償却資産)について
　船場法人市税事務所 固定資産税(償却資産）
 　■☎ 4705-2941 ■ FAX   4705-2905

問合せ

市民税・府民税に関する税務調査
を実施します
　令和６年度にお勤め先からの給与支払報告書や所得
税の確定申告書の提出があった方で、令和７年度の申
告等がない方などを対象に、市民税･府民税の申告書を
送付しますので、申告が必要な場合は指定の期日まで
にご提出ください。
　また、申告等の内容や収入・所得の状況、事務所等の
開設状況などについて、市税事務所から文書や電話ま
たは訪問（徴税吏員証を携帯）による税務調査を実施し
ますのでご協力をお願いします。
問合せ ： 京橋市税事務所（個人市民税）

 ■☎ 4801-2953  ■ FAX   4801-2871

マイナンバーカードで
スマートに手続き！

　カードがあれば区役所へ行かずに
　コンビニで住民票等が簡単に入手可能！

　引っ越しで慌ただしい時も自宅で
　24時間スマートフォンから転出届！

問合せ：市民協働課（防災・防犯） ■☎ 6930-9045  ■FAX  050-3535-8685

防災・防犯
担当からの
お知らせ

城東区防災パートナー登録制度にご登録をお願いします！城東区では、企業・事業所・団体様を対象として、災害時に
可能な範囲での物資・人的支援を行っていただく、城東区防災パートナーを募集しています。詳しくは区ホームページ
をご確認ください。

毎月21日は､城東区
「災害に備える日」です

問合せ：市民協働課(防災・防犯) 
 ■☎ 6930-9045   ■ FAX   050-3535-8685

　城東区では、水害時に少しでも早く「高い」
場所に避難できる一時的な避難場所として
「水害時避難ビル」の確保を進めています。いざ
というときのため、最寄りの「水害時避難ビル」
を確認しましょう。

子ども向けのお知らせは、10、11ページをご覧ください。

「大阪府安全なまちづくり条例」が
一部改正されました
　特殊詐欺等の根絶に向けた取組の推進の一環として、
被害防止のための対策が強化されます。
●高齢者が携帯電話で通話しながらATMを操作するこ
との禁止（令和7年8月1日施行）
●金融機関による通報など（令和7年8月1日施行）
●プリペイド型電子マネー販売時の確認　　　　　    
（令和7年8月1日施行）
●ATMでの振込上限額の設定（令和7年10月1日施行）
70歳以上の府内居住者で、3年間ATMでの振込がな
い方は、ATMでのキャッシュカードでの振込みが1日
あたり10万円以下に制限されます。
みんなで特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺を防ごう！！
問合せ ： 大阪府政策企画部危機管理室　　　　　　　

治安対策課
■☎ 6944-6512  ■ FAX   6944-6649

区政会議委員を募集します　　　
～城東区をもっと住みやすいまちにしませんか？～

　委員が会議に出席し、城東区がより住みやすい区にな
るよう、区の施策などについて意見交換を行っています。
対　　象 ： 区内在住・在学・在勤（自営業含む）の方
募集人数 ： 8名(男女各４名。選考を行い、基準を満たす

方が募集人数を超える場合、抽選）
応募方法 ： 7月31日（木）17：30（当日消印有効）までに

持参、送付、ファックスまたはメールにて問
合せ先まで。応募資格や申込書など、詳しく
は区ホームページまたは、問合せ先に設置
している「募集要項」をご覧ください。

任　　期 ： 令和７年10月1日～令和９年9月30日
※会議は原則公開、平日夜間に開催します。報酬・交通
費などの支給はありませんので、ご了承ください。
問合せ ： 総務課(総合企画）3階■32 番窓口

 ■☎ 6930-9928
 ■ FAX   050-3535-8684
　　joto-boshuu@city.osaka.lg.jp


